
所
得
税
確
定
申
告 

申
告
書
作
成
会
場
は
イ
オ
ン
ホ
ー
ル

　

所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
け
付
け

が
、
2
月
16
日（
月
）か
ら
3
月
16
日

（
月
）ま
で
行
わ
れ
ま
す（
土
・
日
曜
日

を
除
く
。
た
だ
し
、
2
月
22
日（
日
）と

3
月
1
日（
日
）は
受
け
付
け
ま
す
）。

　

成
田
税
務
署
で
は
、「
確
定
申
告
書
作

成
・
相
談
会
場
」を
3
月
16
日
ま
で
イ

オ
ン
モ
ー
ル
成
田
2
階
の
イ
オ
ン
ホ
ー

ル
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

受
付
時
間
は
午
前
9
時
か
ら
午
後
5

時
ま
で
で
す
。

　

こ
の
期
間
は
、
成
田
税
務
署
内
で
は

確
定
申
告
の
作
成
・
相
談
は
行
い
ま
せ

ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
書
の
提
出
・
納
期
限

◦
所
得
税
・
贈
与
税
…
3
月
16
日（
月
）

◦
個
人
消
費
税
…
3
月
31
日（
火
）

　

申
告
会
場
は
、
3
月
に
な
る
と
大
変

込
み
合
い
ま
す
。
早
め
に
準
備
を
し
て
、

な
る
べ
く
2
月
中
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

市
・
県
民
税
申
告 

市
役
所
と
市
内
各
地
区
の
会
場
で

　

市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
2
月
2
日

か
ら
受
け
付
け
を
始
め
て
い
ま
す
が
、

16
日（
月
）か
ら
は
受
付
会
場
が
市
役
所

6
階
中
会
議
室
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

下
総
・
大
栄
支
所
で
の
受
け
付
け
は
大

幅
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
の
で
注
意
し
て

市・県民税の申告と所得税の確定申告

会　場 受付期日 受付時間

市役所6階中会議室

2月16日（月）～3月
16日（月）（土・日曜
日を除く。ただし、
2月22日（日）と3月1
日（日）は受け付けし
ます）

午前9時～正午
午後1時～5時

下総支所2階会議室
2月20日（金）・22日
（日）、3月1日（日）・
10日（火）・11日（水）

大栄支所2階会議室
2月22日（日）・23日
（月）、3月1日（日）・
12日（木）・13日（金）

保健福祉館 2月24日（火）

午前9時～正午
午後1時～3時

公津公民館 2月25日（水）

八生公民館 2月26日（木）

豊住公民館 2月27日（金）

中郷公民館 3月 4日（水）

久住公民館 3月 5日（木）

三里塚コミュニティセンター 3月 6日（金）

所得税の確定申告と市・県民税の申告

申告は早めに最寄りの会場で

所得税の確定申告の受け付けが、2月16日（月）から3月16日（月）まで行われます。申告会場は3
月になると大変込み合いますので、早めに準備をしてなるべく2月中に申告してください。
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く
だ
さ
い
。
そ
の
ほ
か
市
内
各
地
区
で

も
表（
2
ペ
ー
ジ
）の
通
り
受
け
付
け
を

行
い
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
に
は
住
所
・
氏
名
を
あ
ら
か

じ
め
記
入
し
て
押
印
な
ど
の
準
備
を
お

願
い
し
ま
す
。
混
雑
の
状
況
に
よ
っ
て

は
受
付
時
間
内
で
あ
っ
て
も
、
受
け
付

け
を
終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
期
間
は
所
得
税
の
確
定
申
告
も

受
け
付
け
し
ま
す
。
成
田
税
務
署
が
開

設
す
る
イ
オ
ン
ホ
ー
ル
の「
確
定
申
告

書
作
成
・
相
談
会
場
」と
併
せ
て
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

農
業
所
得
や
営
業
所
得
の
あ
る
人

は
、
収
支
内
訳
書
を
必
ず
作
成
し
て
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
次
に
該

当
す
る
人
の
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、

下総・大栄地区の皆さんへ

受付日程の
確認 を

は
、「
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
」と「
税

源
移
譲
前
の
税
率
を
用
い
て
算
出
し
た

所
得
税
額
」の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

か
ら「
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
」

を
差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

　

翌
年
以
降
、
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
毎

年
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
を
す
る
人

　

確
定
申
告
期
限（
3
月
16
日（
月
））ま

で
に
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

申
告
書
を
確
定
申
告
書
と
と
も
に
各
申

告
会
場
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
用

紙
は
各
申
告
会
場
に
用
意
し
て
あ
り
ま

す
。

給
与
所
得
で
年
末
調
整
を
し
て
い
る
人

　

確
定
申
告
期
限（
3
月
16
日（
月
））ま

で
に
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

申
告
書
に
源
泉
徴
収
票（
原
本
）を
添
付

し
て
市
役
所
税
務
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
用
紙
は
市
税
務
課
で
配
布
し
て

い
ま
す
。

成
田
税
務
署
特
設
会
場
で
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。

◦�

分
離
課
税
と
な
る
譲
渡
所
得
の
あ
る

人
◦�

事
業
収
入
・
不
動
産
収
入
が
5
0
0

万
円
以
上
の
人

◦
青
色
申
告
を
す
る
人

自
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
も

　

市
役
所
や
各
地
区
の
会
場
で
は
、
受

付
で
番
号
札
を
お
渡
し
し
ま
す
。
順
番

が
来
る
ま
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
各
会
場
に
は
申
告
書
の
自
書

作
成
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※ 

く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署（
☎
28
‐

5
1
5
1
）ま
た
は
市
税
務
課（
☎

20
‐
1
5
1
3
）へ
。

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除

　

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
末
ま
で
に

入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

を
受
け
て
い
る
人
は
、
税
源
移
譲
に
よ

り
所
得
税
が
減
額
と
な
り
、
控
除
で
き

る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
減
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
減
少
分
に
つ
い
て
、「
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」を
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
成
21
年
度
の

市
・
県
民
税（
住
民
税
）の
課
税
額（
所

得
割
）か
ら
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
「
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
」

寄
附
金
控
除
が
拡
充

控
除
対
象
寄
附
金
の
拡
大

◦�

寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
団
体
が

追
加（
住
民
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
も
の
と
し
て
、
千
葉
県
お
よ
び
成

田
市
が
条
例
で
定
め
た
団
体
）

◦�

所
得
控
除
方
式
か
ら
税
額
控
除
方
式

に
変
更

◦�

寄
附
金
控
除
の
控
除
対
象
限
度
額
が

総
所
得
金
額
等
の
25
％
か
ら
30
％

に
引
き
上
げ

◦�

寄
附
金
控
除
の
適
用
下
限
額
が
10
万

円
か
ら
5
千
円
に
引
き
下
げ

「
ふ
る
さ
と
納
税
」（
都
道
府
県
・
市
区
町

村
に
対
す
る
寄
附
金
税
制
の
見
直
し
）

　
「
ふ
る
さ
と
納
税
」は「
ふ
る
さ
と
に

貢
献
・
応
援
し
た
い
」な
ど
の
気
持
ち

を
形
に
す
る
た
め
、
都
道
府
県
や
市
区

町
村
に
対
し
て
の
寄
附
金
を
個
人
住
民

税
所
得
割
か
ら
控
除
す
る
も
の
で
す
。

控
除
額
＝
都
道
府
県
や
市
区
町
村
に
対

す
る
寄
附
金
で
5
千
円
を
超
え
る
部

分
に
つ
い
て
、
個
人
住
民
税
の
所
得

割
の
お
お
む
ね
1
割
を
限
度
と
し
、

所
得
税
と
合
わ
せ
て
全
額
控
除

対
象
＝
平
成
20
年
1
月
1
日
以
降
の
寄

附
金

手
続
き
＝
寄
附
金
の
受
領
証
明
書（
領

収
書
）を
添
付
し
て
確
定
申
告

※ 

く
わ
し
く
は
市
税
務
課（
☎
20
‐

1
5
1
3
）へ
。

○ 下総・大栄支所での申告受付期間が5日間に

短縮されましたので、日程を確認の上、お越

しください。また、昨年まで行っていた地区

（自治会）ごとの割り振りはありませんので、

都合の良い日に最寄りの会場で申告してく

ださい。

○ 支所窓口では、指定日以外の申告書の受け付

けはできませんので、税務署の特設会場また

は市役所などの申告会場へお越しください。

申告書の記入が完了し、提出のみの人に限り

支所窓口で受理します。

○ 税務署の特設会場（イオンホール）は確定申告

のみ取り扱います。市・県民税申告の提出は

できませんので注意してください。
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